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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日 国　税／ 令和5年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月11日

国　税／ 個人事業者の令和5年分消
費税等の確定申告 4月1日

国　税／ 1月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 4月1日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 4月1日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告
（年3回の場合） 4月1日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

　3月1日の改正戸籍法の施行により、これまで戸籍証明書等の入
手には、本籍地の市区町村へ個別請求する必要がありましたが、
最寄りの市区町村の窓口で請求できます（コンピュータ化されてい
ない戸籍等除く）。また、婚姻や社会保障関係の戸籍届出時にお
ける、戸籍証明書等の提出や添付が不要となります。

戸籍の行政手続きを見直し



3 月号─2

第
三
者
の
感
想
で
あ
る
と
誤
っ
て
認

識
し
て
し
ま
い
消
費
者
が
自
主
的
か

つ
合
理
的
に
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
　
企
業
の
倫
理
的
観
点

　
実
際
に
ス
テ
マ
を
行
い
、
そ
の
事

実
が
発
覚
し
た
際
、
企
業
の
信
頼
が

大
き
く
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

◆
ス
テ
マ
の
具
体
例

S
N
S
…
個
人
の
ア
カ
ウ
ン
ト
で

商
品
を
自
然
に
紹
介

ブ
ロ
グ
…
商
品
の
レ
ビ
ュ
ー
を
書
い

て
勧
め
る

イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
…
有
名
人
や
影

響
力
の
あ
る
人
物
が
商
品
を
紹
介

二

　海
外
に
お
け
る
ス
テ
マ
規
制

　
こ
の
よ
う
な
ス
テ
マ
は
、
ア
メ
リ

カ
・
E
U
な
ど
で
は
、
法
令
で
直
接

的
に
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本

で
は
対
応
が
遅
れ
て
い
ま
し
た
。

◆
ア
メ
リ
カ
：「
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン

ト
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
規
制

さ
れ
て
お
り
、
有
償
広
告
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
る

◆
E
U
：「
ア
ン
フ
ェ
ア
・
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
指
令
」

に
よ
り
消
費
者
が
誤
解
を
招
く
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
禁
止
し
て
い
る

投
稿
な
ど
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　
２
０
２
３
年
３
月
、
景
品
表
示
法

が
禁
じ
る
不
当
表
示
に
追
加
さ
れ
、

同
年
10
月
１
日
か
ら
ス
テ
マ
の
規
制

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、

〝
や
ら
せ
〞
や
〝
サ
ク
ラ
〞
な
ど
事
業

者
が
広
告
表
示
を
行
わ
ず
イ
ン
フ
ル

エ
ン
サ
ー
や
ブ
ロ
ガ
ー
に
口
コ
ミ
投

稿
な
ど
依
頼
し
た
場
合
、
違
反
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
自
社
の
宣
伝
方
法
は
、
問

題
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
社
を
守
る

た
め
の
対
策
や
戦
略
を
今
回
、
見
て

い
き
ま
す
。

一

　ス
テ
マ
を
規
制
す
る
背
景

　
ス
テ
マ
を
規
制
す
る
背
景
は
、
消

費
者
へ
の
認
識
の
違
い
で
す
。
企
業

側
が
「
広
告
」
を
目
的
と
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
般
的
な「
投
稿
」

と
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
消
費
者
に

対
し
て
誤
っ
た
認
識
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
次
の
観
点
か
ら

規
制
さ
れ
ま
す
。

⑴
　
消
費
者
保
護
の
観
点

　
企
業
に
よ
る
広
告
・
宣
伝
で
あ
れ

ば
あ
る
程
度
の
誇
張
・
誇
大
が
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
、そ
の
上
で
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
ま
す
。
し
か
し
、

商
品
の
推
奨
が
ス
テ
マ
に
よ
る
場
合
、

　「
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
（
通

称
、
ス
テ
マ
）」
と
は
広
告
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
告
で
あ
る
こ

と
を
隠
す
こ
と
で
す
。
敵
の
レ
ー
ダ

ー
に
察
知
さ
れ
な
い
ス
テ
ル
ス
戦
闘

機
の
よ
う
に
消
費
者
か
ら
広
告
と
気

づ
か
れ
に
く
い
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
消
費
者
庁
は
、
代
表
例
と
し
て
広

告
主
か
ら
金
銭
な
ど
の
対
価
を
受
け

取
っ
て
宣
伝
を
依
頼
さ
れ
た
「
イ
ン

フ
ル
エ
ン
サ
ー
」
が
主
に
S
N
S
上

で
公
平
な
口
コ
ミ
や
専
門
家
の
意
見

な
ど
を
装
っ
て
好
意
的
に
紹
介
す
る

　
海
外
市
場
で
事
業
を
展
開
す
る
企

業
に
と
っ
て
は
、
法
規
制
を
十
分
に

理
解
し
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

三

　日
本
に
お
け
る
ス
テ
マ
規
制

　
消
費
者
庁
に
よ
る
と
、
法
整
備
以

前
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C

D
）
加
盟
国
の
名
目
国
内
総
生
産

（
G
D
P
）
上
位
９
カ
国
で
、
規
制

が
な
か
っ
た
の
は
日
本
だ
け
で
し
た
。

よ
う
や
く
、
２
０
２
３
年
３
月
28
日

に
ス
テ
マ
を
規
制
す
る
「
内
閣
府
告

示
第
19
号
」
と
ス
テ
マ
規
制
に
関
す

る
実
務
上
の
指
針
と
な
る
「『
一
般

消
費
者
が
事
業
の
表
示
で
あ
る
こ
と

を
判
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
表

示
（
す
な
わ
ち
、
ス
テ
マ
）』
の
運
用

基
準
」
が
公
表
さ
れ
、
２
０
２
３
年

10
月
１
日
か
ら
日
本
で
も
ス
テ
マ
規

制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　
事
業
者
の
消
費
者
に
対
す
る
表
示

（
広
告
）
行
為
を
、
以
下
の
通
り
規

制
し
て
い
ま
す
（
景
表
法
５
条
各

号
）。

①
　
優
良
誤
認
表
示
（
景
表
法
５
条

１
号
）：
著
し
く
優
良
に
み
せ
る

②
　
有
利
誤
認
表
示
（
景
表
法
５
条

２
号
）：
著
し
く
有
利
に
み
せ
る

ステルスマーケティング
ステマ規制



3─3月号

で
、
消
費
者
と
企
業
の
長
期
的
な
信

頼
関
係
に
繋
が
り
ま
す
。

五

　罰
則
の
強
化

　
こ
れ
ま
で
違
反
時
の
罰
則
は
不
明

で
し
た
が
、
今
回
新
た
な
法
規
制
で

罰
則
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、

規
制
さ
れ
る
の
は
広
告
主
だ
け
で
イ

ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
な
ど
の
投
稿
者
側

は
処
分
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ス
テ
マ
規
制
に
違
反
す
る
と
、
景

表
法
５
条
３
号
違
反
と
な
り
消
費
者

庁
等
に
よ
る
措
置
命
令
を
出
し
、
広

告
を
依
頼
し
た
事
業
者
名
を
公
表
し

ま
す
。

　
措
置
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、

２
年
以
下
の
懲
役
か
３
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
ま
た
は
そ
の
併
科
と
規
定

さ
れ
て
お
り
、
両
罰
規
定
で
法
人
も

最
大
３
億
円
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

六

　今
後
の
課
題
・
問
題
点

　
広
告
主
が
、
商
品
を
無
償
提
供
し

投
稿
を
依
頼
し
た
場
合
で
も
、
表
示

内
容
の
決
定
に
は
関
与
せ
ず
イ
ン
フ

ル
エ
ン
サ
ー
の「
自
主
的
投
稿
」で
あ

れ
ば
ス
テ
マ
に
当
た
り
ま
せ
ん
。
両

者
の
や
り
取
り
や
関
係
性
か
ら
判
断

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
規
制
の

③
　
指
定
告
示（
景
表
法
５
条
３
号
）

　
こ
れ
ま
で
の
規
制
は
①
、
②
な
ど

商
品
の
品
質
や
性
能
、
取
引
条
件
な

ど
広
告
の
「
中
身
」
に
つ
い
て
評
価

し
て
い
ま
し
た
が
、③
指
定
告
示
は
、

①
、
②
に
は
当
た
ら
な
い
不
当
表
示

に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
告
を
「
隠
す

行
為
」
自
体
が
規
制
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

四

　規
制
さ
れ
な
い
た
め
の
企
業
戦

略
と
対
策

⑴
　
情
報
の
明
確
さ
を
確
保
す
る

　
一
番
重
要
な
の
は
、「
情
報
の
明

確
さ
の
確
保
」
で
す
。
広
告
で
あ
る

こ
と
を
消
費
者
に
明
ら
か
に
伝
え
る

こ
と
。
消
費
者
が
選
択
す
る
上
で
適

切
な
情
報
が
得
ら
れ
、
企
業
と
の
信

頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
具
体
例
①
　
内
容
を
は
じ
め
か
ら

宣
伝
・
広
告
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
く「
広
告
」、「
宣
伝
」

「
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」、「
P
R
」
と

い
っ
た
文
言
の
明
記
　

（
例
）　「
こ
の
商
品
お
す
す
め
！

＃
広
告
＃
P
R
」な
ど

・
具
体
例
②
　
広
告
依
頼
主
に
関
す

る
情
報
を
表
示

（
例
）　「
A
社
か
ら
商
品
の
提
供

を
受
け
て
投
稿
し
て
い
る
」（
投

稿
内
容
は
縛
ら
ず
）。

・
具
体
例
③
　
他
の
文
言
よ
り
表
記

が
薄
い
、
小
さ
い
な
ど
の
理
由
で

不
明
瞭
で
あ
れ
ば
ス
テ
マ
と
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
が
必

要
。

⑵
　
企
業
の
倫
理
規
範
を
策
定
し
徹

底
す
る
こ
と

　
企
業
は
、
自
社
の
広
報
活
動
が
法

律
を
守
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
な
が

ら
、
全
従
業
員
に
対
し
て
も
ス
テ
マ

行
為
を
禁
止
し
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い

る
か
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
広
報
活
動
の
規
範
を

策
定
す
る
に
あ
た
り
、
情
報
の
透
明

性
と
消
費
者
へ
の
説
明
責
任
を
具
体

的
に
示
し
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
る
こ

と
を
確
認
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

⑶
　
消
費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
強
化

　
消
費
者
が
企
業
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

信
頼
す
る
に
は
、
そ
の
情
報
が
広
告

で
あ
る
と
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大

前
提
で
す
が
、
次
に
、
S
N
S
等

を
上
手
く
活
用
す
る
こ
と
で
一
方
的

な
情
報
提
供
だ
け
で
な
く
、
消
費
者

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
製
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
改
善
に
活
か
す
こ
と
が
大
切

線
引
き
が
難
し
い
の
が
実
情
で
す
。

　
ま
た
、
規
制
の
対
象
は
、
過
去
の

記
事
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
の
S
N

S
投
稿
な
ど
全
て
で
す
。
２
０
２

３
年
10
月
１
日
以
前
の
投
稿
も
全
て

対
象
で
す
が
、
民
間
の
調
査
に
よ
る

と
、
遡
っ
て
対
応
を
終
え
た
企
業
は

未
だ
１
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま

す
。
過
去
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
に
は
、

目
視
で
の
確
認
は
容
易
で
は
な
く
人

員
不
足
、
サ
イ
ト
や
投
稿
が
多
す
ぎ

る
等
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
消
費
者
庁
は
違
反
が
疑

わ
れ
る
広
告
な
ど
の
通
報
を
受
け
付

け
る
情
報
提
供
窓
口
を
同
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
に
設
置
し
ま
し
た
。
消

費
者
心
理
に
つ
け
こ
み
合
理
的
な
判

断
を
ゆ
が
め
る
ス
テ
マ
は
、
非
常
に

悪
質
で
規
制
が
で
き
た
こ
と
は
大
き

な
一
歩
で
す
が
、
欧
米
の
よ
う
に
金

銭
を
受
け
取
っ
て
商
品
な
ど
を
推
奨

す
る
投
稿
者
側
の
規
制
な
ど
に
関
し

て
も
、
課
徴
金
導
入
等
抑
止
手
段
の

拡
充
な
ど
を
検
討
す
べ
き
だ
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
知
ら
ぬ
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
今
後

の
ス
テ
マ
の
法
規
制
に
、
自
社
も
備

え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。



3 月号─4

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
（
案
）
で

は
、
給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し
た

場
合
の
税
額
控
除
制
度
（
い
わ
ゆ
る

賃
上
げ
促
進
税
制
）
の
見
直
し
、
所

得
税
や
個
人
住
民
税
の
定
額
減
税
、

住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の
非
課
税
措

置
の
延
長
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
児
童
手
当
の
所
得
制
限
撤

廃
等
に
伴
う
16
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の

扶
養
控
除
の
引
き
下
げ
、
ひ
と
り
親

の
自
立
支
援
に
向
け
た
ひ
と
り
親
控

除
の
所
得
要
件
の
引
き
上
げ（
緩
和
）

や
控
除
額
の
増
加
は
、
令
和
７
年
度

税
制
改
正
に
持
ち
越
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　
主
な
改
正
項
目
を
整
理
す
る
と
、

下
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
項
目
で

適
用
時
期
が
今
年
以
降
の
項
目
も
記

載
し
て
い
ま
す（
表
１
参
照
）。

一

　賃
上
げ
促
進
税
制
の
見
直
し

　
賃
上
げ
促
進
税
制
と
は
、
雇
用
者

の
給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し
た
場

合
に
、
法
人
税
を
減
額
す
る
制
度
で

す
。
改
正
前
の
制
度
で
は
中
小
企
業

の
場
合
は
、
雇
用
者
全
体
の
給
与
等

支
給
額
が
、
前
年
度
と
比
べ
て
１
・

５
％
以
上
増
加
し
た
場
合
に
は
増
加

額
の
15
％
の
税
額
控
除
が
、
２
・
５

％
以
上
増
加
し
た
場
合
に
は
30
％
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

に
教
育
訓
練
費
が
前
年
度
と
比
べ
て

10
％
以
上
増
加
し
た
場
合
に
は
前
記

の
控
除
率
に
加
え
て
10
％
の
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
最
大
で

40
％
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
今
回
の
税
制
改
正
で
は
、
従
来
の

賃
上
げ
要
件
や
控
除
率
は
維
持
さ
れ

つ
つ
、「（
プ
ラ
チ
ナ
）く
る
み
ん
認
定
」

又
は「（
プ
ラ
チ
ナ
）え
る
ぼ
し
認
定
」

を
受
け
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、

控
除
率
が
加
算
さ
れ
、
控
除
率
は
最

大
45
％
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
教
育

訓
練
費
に
つ
い
て
も
要
件
が
改
正
さ

れ
ま
す
（
表
２
参
照
）。
さ
ら
に
控

除
し
き
れ
な
い
金
額
に
つ
い
て
は
、

５
年
間
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
見
直
さ
れ
、
適
用
期
限
が
３
年
延

長
さ
れ
ま
す
。

二

　定
額
減
税

　
令
和
６
年
分
の
所
得
税
と
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
、
合
わ
せ
て
４
万
円

の
定
額
減
税
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
納
税
者
と
配
偶

者
・
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
、
令
和

６
年
分
の
所
得
税
が
３
万
円
、
令
和

６
年
度
分
の
個
人
住
民
税
が
１
万
円

減
税
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
令
和
６

年
分
の
所
得
税
に
係
る
合
計
所
得
金

額
が
１
８
０
５
万
円
以
下
の
人
に
限

ら
れ
ま
す
。
こ
の
金
額
は
、
給
与
所

得
の
み
の
人
の
場
合
、
年
収
に
換
算

す
る
と
２
０
０
０
万
円
に
な
り
ま
す
。

三

　住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の
非
課
税

　
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
の
非
課
税
制
度
は
、
父
母
や

祖
父
母
な
ど
の
直
系
尊
属
か
ら
受
け

た
贈
与
に
よ
っ
て
、
自
分
が
居
住
す

る
た
め
の
住
宅
用
家
屋
の
新
築
・
取

得
や
増
改
築
な
ど
の
対
価
に
充
て
る

た
め
の
金
銭
を
取
得
し
た
場
合
で
、

表1　改正項目タイムスケジュール
　（〇減税、●増税、－どちらともいえない）

2024年
（令和6年）

1月 － 改正電子帳簿保存法の宥恕措置が終了

● 帳簿の提出がない場合等の過少申告加
算税等の加重措置の整備

〇 新NISAの運用開始

〇 相続時精算課税制度において110万円
の基礎控除が可能に

● 暦年贈与における相続前贈与の加算期
間の延長開始

4月 ● 森林環境税が施行

〇 賃上げ促進税制の繰越控除適用可

6月 － 財産債務調書制度の見直し

〇 定額減税スタート

10月 － 保険料控除申告書の記載事項の見直し

2025年
（令和7年） 1月 ● 極めて高い水準の所得に対する負担の

適正化

－ 扶養控除等申告書の記載事項の見直し

4月 〇 イノベーションボックス税制スタート

2026年
（令和8年）

1月 － 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
期限の見直し

● 16歳～18歳の扶養控除の見直し

〇 ひとり親控除の見直し

2027年
（令和9年） 1月 － 源泉徴収票の提出方法の見直し

令和６年度
税制改正（案）
　のポイント
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一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
非

課
税
限
度
額
ま
で
の
金
額
に
つ
い
て

贈
与
税
が
非
課
税
に
な
る
制
度
で

す
。
非
課
税
限
度
額
は
、
省
エ
ネ
基

準
を
満
た
す
住
宅
の
場
合
は
１
０
０

０
万
円
、
そ
れ
以
外
の
住
宅
の
場
合

は
５
０
０
万
円
で
す
。

　
今
回
の
税
制
改
正
で
、
省
エ
ネ
基

準
の
等
級
を
引
き
上
げ
た
上
で
、
適

用
期
限
が
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

四

　住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
い
わ

ゆ
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
は
、
居
住

年
が
令
和
６
年
以
降
の
場
合
は
、
対

象
と
な
る
住
宅
が
認
定
住
宅
な
ど
に

限
ら
れ
、
借
入
限
度
額
も
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
改
正
に
よ
り
、
子
育
て

世
帯
や
若
者
夫
婦
世
帯
へ
の
税
制
面

の
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、
年
齢
40

歳
未
満
で
あ
っ
て
配
偶
者
を
有
す
る

者
、
年
齢
40
歳
以
上
で
あ
っ
て
年
齢

40
歳
未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者
又

は
年
齢
19
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有

す
る
者
は
、
借
入
限
度
額
の
上
乗
せ

措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

　
子
育
て
世
帯
等
に
お
け
る
借
入
限

度
額
は
、
具
体
的
に
は
表
３
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

五

　そ
の
他
の
改
正
項
目

⑴
　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
、
特

定
特
許
権
等
の
譲
渡
や
貸
付
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
金
額
を

損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス

税
制
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度

に
つ
い
て
は
、
飲
食
費
の
基
準
が

１
人
あ
た
り
５
０
０
０
円
以
下
か

ら
１
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
上
、
適
用
期
限
が
３
年
間
延
長

さ
れ
ま
す
。

　
　
な
お
、
適
用
期
限
を
迎
え
る
中

小
法
人
の
交
際
費
課
税
の
特
例

も
、期
限
が
３
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
資
本
金
が
１
億
円
を
超
え
る
企

業
が
対
象
の
外
形
標
準
課
税
に
つ

い
て
、
課
税
逃
れ
を
防
ぐ
た
め
、

企
業
が
資
本
金
を
１
億
円
以
下
に

減
ら
し
資
本
剰
余
金
と
し
て
計
上

し
て
も
、
あ
わ
せ
て
10
億
円
を
超

え
る
場
合
は
課
税
の
対
象
と
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
へ
の

影
響
が
出
な
い
よ
う
、
新
し
い
基

準
が
適
用
さ
れ
る
前
に
、
資
本
金

が
１
億
円
以
下
で
現
行
の
基
準
に

該
当
し
て
い
な
い
企
業
は
、原
則
、

課
税
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
仕
組

み
と
な
り
ま
す
。
令
和
７
年
４
月

か
ら
の
施
行
で
す
。

⑷
　
中
小
企
業
者
等
が
、
取
得
価
額

が
30
万
円
未
満
で
あ
る
減
価
償
却

資
産
を
取
得
な
ど
し
て
事
業
の
用

に
供
し
た
場
合
に
は
、
一
定
の
要

件
の
も
と
に
、
そ
の
取
得
価
額
に

相
当
す
る
金
額
（
年
間
の
取
得
価

額
の
合
計
額
３
０
０
万
円
を
限

度
）
を
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
少
額
減
価
償
却
資
産

の
特
例
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
　（
独
）
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
が
行
う
中
小
企
業
倒
産
防
止
共

済
事
業
の
掛
金
に
係
る
特
例
措
置

に
つ
い
て
、
共
済
契
約
の
解
除
が

あ
っ
た
場
合
、
解
除
の
日
以
後
２

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
支
出
す

る
共
済
掛
金
に
つ
い
て
は
、
特
例

を
適
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

表2　賃上げ促進税制（中小企業向け）
令和6年3月31日開始事業年度まで 令和6年4月1日開始事業年度から
適用要件 控除率（最大40％） 適用要件 控除率（最大45％）

雇用者給与等支給額が前年
度比1.5％以上増 15% 雇用者給与等支給額が前年

度比1.5％以上増 15%

雇用者給与等支給額が前年
度比2.5％以上増 ＋15% 雇用者給与等支給額が前年

度比2.5％以上増 ＋15%

教育訓練費の額が前年度比
10％以上増 ＋10％ 教育訓練費の額が前年度比

5％以上増（※） ＋10％

（プラチナ）くるみん又は（プ
ラチナ）えるぼし取得事業年度 ＋5％

（※）　教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の 0.05％以上に限る

表 3

住宅の区分 借入限度額

認定住宅 5,000 万円

ZEH水準
省エネ住宅 4,500 万円

省エネ基準
適合住宅 4,000 万円
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令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り
、
労
働

条
件
の
明
示
事
項
等
に
つ
い
て
の
制

度
改
正（
※
）が
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、
改
正
内
容
と
と
も
に
、

疑
問
が
生
じ
や
す
い
点
を
Q
&
A
形

式
で
解
説
し
ま
す
。

※
　「
労
働
基
準
法
施
行
規
則
」
及

び
「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更

新
お
よ
び
雇
止
め
に
関
す
る
基

準
」（
以
下
「
雇
止
め
に
関
す
る
基

準
」）の
改
正

一

　改
正
の
ポ
イ
ン
ト  

㈠
　
就
業
場
所
・
業
務
の
「
変
更
の

範
囲
」の
明
示

　
従
来
よ
り
、
労
働
契
約
の
締
結
及

び
有
期
労
働
契
約
の
契
約
更
新
の
際

に
、「
就
業
場
所
・
業
務
の
内
容
」

を
明
示
す
る
義
務
が
あ
り
ま
し
た
。

　
改
正
後
は
、
雇
入
れ
直
後
の
就
業

場
所
・
業
務
の
内
容
に
加
え
、
就
業

場
所
・
業
務
の
「
変
更
の
範
囲
」
を

明
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
明
示
事
項
の
改
正
は
、
正
社

員
・
パ
ー
ト
労
働
者
・
ア
ル
バ
イ
ト
・

有
期
契
約
労
働
者
な
ど
、
働
く
方
す

べ
て
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
例
と
し
て
、
業
務
範
囲
の
記
載
方

法
を
掲
げ
ま
す
。

〈
雇
入
れ
直
後
〉

・
施
設
警
備

〈
変
更
の
範
囲
〉

・
施
設
、
交
通
警
備
等
の
警
備
業
務

・
変
更
な
し

・
会
社
の
定
め
る
業
務
　
な
ど

　
厚
生
労
働
省
が
発
行
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
は
、
変
更
の
範
囲
に
つ
い

て
「
限
定
な
し
」、「
一
部
に
限
定
」、

「
完
全
に
限
定
」、「
一
時
的
に
限
定
」

な
ど
の
記
載
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、

労
働
条
件
通
知
書
等
を
作
成
す
る
際

は
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

㈡
　
契
約
更
新
の
上
限

　
有
期
労
働
契
約
の
締
結
時
及
び
契

約
更
新
の
際
に
、
次
の
事
項
の
実
施

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

①
　
更
新
上
限
（
有
期
労
働
契
約
の

通
算
契
約
期
間
ま
た
は
更
新
回
数

の
上
限
）
の
有
無
と
そ
の
内
容
の

明
示

②
　
更
新
上
限
を
新
設
・
短
縮
す
る

場
合
は
、
そ
の
理
由
を
あ
ら
か
じ

め
説
明
（
新
設
・
短
縮
を
す
る
前

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
説
明
）

　
こ
の
改
正
は
、
有
期
労
働
契
約
で

働
く
方
が
対
象
で
す
。

㈢
　
無
期
転
換
申
込

　
無
期
転
換
（
※
）
の
申
込
権
が
発

生
す
る
有
期
労
働
契
約
の
契
約
更
新

の
タ
イ
ミ
ン
グ
ご
と
に
、
①
と
②
を

実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

ま
た
、
③
を
実
施
す
る
努
力
義
務
が

定
め
ら
れ
ま
す
。

①
　
無
期
転
換
を
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
旨（
無
期
転
換
申
込
機
会
）

の
明
示﹇
義
務
﹈

②
　
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
明
示

﹇
義
務
﹈

③
　
無
期
転
換
後
の
賃
金
等
の
労
働

条
件
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
他

の
通
常
の
労
働
者
（
正
社
員
等
の

い
わ
ゆ
る
正
規
型
の
労
働
者
及
び

無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
事
項

（
例
：
業
務
の
内
容
、
責
任
の
程

度
、
異
動
の
有
無
・
範
囲
な
ど
）

の
説
明
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い﹇
努
力
義
務
﹈

※
　「
無
期
転
換
」
と
は
労
働
契
約

法
第
18
条
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル

で
す
。同
一
の
使
用
者
と
の
間
で
、

有
期
労
働
契
約
が
５
年
を
超
え
て

更
新
さ
れ
た
場
合
、
有
期
契
約
労

働
者
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
、

無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る

ル
ー
ル
を
い
い
ま
す
。

　
　
有
期
契
約
労
働
者
が
使
用
者
に

対
し
て
無
期
転
換
の
申
し
込
み
を

し
た
場
合
、
無
期
労
働
契
約
が
成

立
し
ま
す
（
原
則
と
し
て
、
使
用

者
は
無
期
転
換
を
断
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。）。

二

　用
語
の
解
説  

　
今
般
の
改
正
に
つ
い
て
の
通
達

（
基
発
１
０
１
２
第
２
号
令
和
５
年

10
月
12
日
）
よ
り
用
語
の
内
容
に
つ

い
て
解
説
し
ま
す
。

①
　
就
業
場
所
・
業
務
の
内
容

　
　
労
働
者
が
通
常
就
業
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
る
就
業
の
場
所

及
び
労
働
者
が
通
常
従
事
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
業
務
を
い

い
、
配
置
転
換
及
び
在
籍
型
出
向

令
和
６
年
４
月
実
施

労
働
条
件
明
示
等
の
制
度
改
正
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が
命
じ
ら
れ
た
場
合
の
当
該
配
置

転
換
及
び
在
籍
型
出
向
先
の
場
所

及
び
業
務
が
含
ま
れ
る
が
、
臨
時

的
な
他
部
門
へ
の
応
援
業
務
や
出

張
、
研
修
等
、
就
業
の
場
所
及
び

従
事
す
べ
き
業
務
が
一
時
的
に
変

更
さ
れ
る
場
合
の
当
該
一
時
的
な

変
更
先
の
場
所
及
び
業
務
は
含
ま

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

②
　
変
更
の
範
囲

　
　「
変
更
の
範
囲
」
と
は
、
今
後

の
見
込
み
も
含
め
、
当
該
労
働
契

約
の
期
間
中
に
お
け
る
就
業
の
場

所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
の
変
更

の
範
囲
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

③
　
テ
レ
ワ
ー
ク

　
　
労
働
者
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

こ
と
が
通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
場

所
が
就
業
の
場
所
の
変
更
の
範
囲

に
含
ま
れ
る
が
、
労
働
者
が
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
が
通
常
想
定

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
時

的
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
場
所
は

こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と

三

　Q
&
A  

　
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
Q
&
A
、「
モ
デ

ル
労
働
条
件
通
知
書
」
な
ど
様
々
な

情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

準
備
や
運
用
の
際
に
参
考
と
な
り
ま

す
。

　
労
働
条
件
明
示
に
関
す
る
Q
&
A

を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
を
受
け
て
、

既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働

者
に
対
し
て
、
改
め
て
新
た
な
明
示

ル
ー
ル
に
対
応
し
た
労
働
条
件
明
示

が
必
要
で
す
か
。

　
既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労

働
者
に
対
し
て
、
改
め
て
労

働
条
件
を
明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
新
た
な
明
示
ル
ー
ル
は
、
今

般
の
省
令
・
告
示
改
正
の
施
行
日
で

あ
る
令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
締

結
さ
れ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
有
期
契
約
労
働
者
に
つ
い

て
は
、
契
約
の
更
新
は
新
た
な
労
働

契
約
の
締
結
で
あ
る
た
め
、
令
和
６

年
４
月
１
日
以
降
の
契
約
更
新
の
際

に
は
、
新
た
な
ル
ー
ル
に
則
っ
た
明

示
が
必
要
で
す
。

　
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
の
変
更
の
範
囲
の

明
示
に
つ
い
て
、「
変
更
の
範
囲
」

と
は
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
中
に

お
け
る
変
更
の
範
囲
を
指
す
と
解
し

て
よ
い
で
す
か
。
例
え
ば
、
直
近
の

有
期
労
働
契
約
の
期
間
中
に
は
想
定

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
契
約
が
更
新
さ
れ

た
場
合
に
そ
の
更
新
後
の
契
約
期
間

中
に
命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
就
業
の

場
所
及
び
業
務
に
つ
い
て
、
明
示
す

る
必
要
は
な
い
と
い
う
理
解
で
良
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
の
変
更
の
範
囲
と

は
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
中
に
お

け
る
変
更
の
範
囲
を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
契
約
が
更
新
さ
れ
た
場

合
に
そ
の
更
新
後
の
契
約
期
間
中
に

命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
就
業
の
場
所

及
び
業
務
に
つ
い
て
は
、
改
正
労
基

則
に
お
い
て
明
示
が
求
め
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
雇
い
労
働
者
に
対
し

て
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事

す
べ
き
業
務
の
「
変
更
の
範
囲
」
を

明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
。

　
雇
入
れ
日
に
お
け
る
就
業

の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業

務
を
明
示
す
れ
ば
足
り
、「
変
更
の

範
囲
」
を
明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
（
日
雇
い
労
働
に
つ
い
て
は
、

そ
の
日
の
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
を
明
示
す
れ
ば
、「
労
働

契
約
の
期
間
中
に
お
け
る
変
更
の
範

囲
」
も
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。）。　

有
期
労
働
契
約
の
更
新
回

数
の
上
限
と
は
、
契
約
の
当

初
か
ら
数
え
た
回
数
を
書
く
の
で
す

か
、
そ
れ
と
も
、
残
り
の
契
約
更
新

回
数
を
書
く
の
で
す
か
。
ま
た
、
通

算
契
約
期
間
の
上
限
に
つ
い
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

　
労
働
者
と
使
用
者
の
認
識

が
一
致
す
る
よ
う
な
明
示
と

な
っ
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
労
働
者
・
使

用
者
間
で
の
混
乱
を
避
け
る
観
点
か

ら
は
、
契
約
の
当
初
か
ら
数
え
た
更

新
回
数
又
は
通
算
契
約
期
間
の
上
限

を
明
示
し
、
そ
の
上
で
、
現
在
が
何

回
目
の
契
約
更
新
で
あ
る
か
等
を
併

せ
て
示
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
労
働
契
約
法
第
18
条
に
規

定
す
る
無
期
転
換
ル
ー
ル
に

基
づ
き
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
を

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
権
利
（
無

期
転
換
申
込
権
）
を
行
使
し
な
い
旨

を
表
明
し
て
い
る
有
期
契
約
労
働
者

に
対
し
て
も
、
無
期
転
換
申
込
み
機

会
の
明
示
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す

か
。

　
明
示
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

Q1Q2
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3 月号─8

　2023年10月、訪日外国人客数は新型
コロナウイルス流行前を初めて上回り、観
光地にとってはオーバーツーリズム（観光公
害）対策が喫緊の課題となっています。
　観光客増加に伴いゴミが増加し、ゴミ箱
がなくても清潔に保たれていた観光地でゴ
ミ箱の再設置が進んでいます。これは、持
ち帰りを促す従来の対策が限界を迎えてい
るためです。管理の難しさや1995年の地
下鉄サリン事件前後からは安全対策の観点
から撤去が進みましたが、利便性や街の美
化のために再設置の動きが高まっています。
　ゴミを圧縮できる新技術によって設置に
伴う問題も解決できる「スマートごみ箱」が
出現しました。スマートゴミ箱はアメリカ
のビッグベリーが開発し「SmaGO」として
世界60カ国以上で８万台以上の設置が進
んでいます。ゴミ箱がいっぱいになると自
動感知しゴミを約20％圧縮でき、スマホ

のアプリに連携されゴミの蓄積量のデータ
を分析して満杯になったことをごみ処理の
担当者に通知する機能も備えています。
　日本では、2020年に「タピオカブーム」
の影響でカップのポイ捨てが問題になって
いた表参道に国内で初めて設置。その後京
都の嵐山、広島の尾道市など全国25か所
に計200台以上設置されています。ゴミ
分別の際、外国人利用を想定して「燃える
ゴミ」と「ペットボトルなど」のピクトグラ
ムで表記するなど設置位置やデザインを考
慮してポイ捨てを防止する工夫がされてい
ます。
　また、同社は自治体の金銭的負担を軽減
するためにゴミ箱に広告を張り付けること
でスポンサーから広告費を得ています。
　ゴミが散乱していると余計にゴミを招い
てしまうリスクもあり再設置に反対の声は
根強いですが、管理機能が備わったスマー
トごみ箱であれば事態を防げることに加え、
ごみ回収頻度が削減できるのでドライバー
不足対策の一助にもなりそうです。

スマートごみ箱

　「クラフト」が冠につく商品をよく見か
けます。代表格はクラフトビールです。ク
ラフトとは、技巧、技術を意味しそこから
生み出される手芸、工芸を指す言葉です。
熟練の職人によって手作りで作られた少量
生産の商品をクラフト系商品と呼び機械で
大量生産する商品と区別されるようになり
ました。
　クラフトブームの背景には、「こだわり
消費」、つまり、自分のこだわりにはお金
を惜しまず価格が高くても嗜好に合うもの
を選ぶ消費の傾向が強まりつつあることが
挙げられ、プレミアム消費とも呼ばれます。
コンビニの定番チョコが100円程度で購入
できても倍以上の価格設定の産地とカカオ
にこだわったクラフトチョコレートをリピー
トするわけです。
　クラフト系商品は、地域の名産品と同様
に希少性・話題性を楽しめる要素があり魅
力的に映ります。手作り感をイメージさせ
る温かさも魅力です。

クラフトブーム　
が
ん
の
罹
患
率
は
、
70
歳
に
な
る

と
男
女
と
も
に
21
％
と
な
り
ま
す
。

企
業
の
全
社
員
が
70
歳
ま
で
働
け

ば
、
社
員
の
５
人
に
１
人
が
が
ん
に

罹
患
す
る
こ
と
と
な
る
試
算
も
あ
り
、

女
性
の
社
会
進
出
や
定
年
の
延
長
に

よ
り
、
企
業
で
働
く
が
ん
患
者
数
も

増
し
て
き
ま
す
。

　
三
大
が
ん
と
呼
ば
れ
る
一
つ
に
胃

が
ん
が
あ
り
ま
す
。
胃
が
ん
の
主
な

原
因
は
幼
い
こ
ろ
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染

で
す
が
、
ピ
ロ
リ
菌
感
染
者
の
う
ち

実
際
に
胃
が
ん
に
な
る
人
は
１
％
以

下
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
動
物
実
験
で
も

ネ
ズ
ミ
に
ピ
ロ
リ
菌
感
染
さ
せ
た
だ

け
で
は
胃
が
ん
に
な
ら
ず
多
量
の
塩

分
を
与
え
る
と
胃
が
ん
が
頻
発
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
塩
分
過
多
は
、

胃
粘
膜
の
炎
症
が
進
み
胃
が
ん
を
発

症
さ
せ
ま
す
。

　
減
塩
で
少
し
で
も
胃
が
ん
に
よ
る

死
亡
率
を
減
ら
し
元
気
に
就
労
で
き

る
体
づ
く
り
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

減
塩
の
大
切
さ
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